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現在お使いの受給者証写し

臨 床 調 査 個 人 票

世 帯 全 員 の 住 民 票

健 康 保 険 証 の 写 し

世 帯 調 査

同 意 書

所得税額等を証明する書類

必要な書類 国民健康
保険の方 緑色の受給者証 オレンジ色

の受給者証

特定疾患の方 ウイルス肝炎及び橋本病の方受給者証種別

保険の種類等

非課税世帯になっ
た方のみ世帯全員
分非課税証明書

世帯全員分
非課税証明書

生計中心
者分 ※2

世帯全員分
※2

社会保険等
の方 ※1

同封の方のみ 同封の方のみ

非課税世帯のみ

昨年度受給者証交付（郵送）の際、平成19年度分を送付済

※１ 社会保険等：社会保険、各種共済、船員保険等
※２ １人につき、源泉徴収票、確定申告書本人控、道･市町村民税課税または非課税証明書（非課税世帯のみ）のいずれか

（留萌保健所）

75
歳
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
場
合
は

65
歳
）
以
上
の
方
は
現
在
、
国
民
健
康
保

険
や
被
用
者
保
険
な
ど
の
医
療
保
険
制
度

に
加
入
し
な
が
ら
、
老
人
保
健
制
度
で
医

療
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
平
成
20
年
４
月

か
ら
は
そ
れ
ら
を
脱
退
し
、「
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
」に
移
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

国
民
皆
保
険
を
維
持
し
、
医
療
保
険
制

度
を
将
来
に
わ
た
り
持
続
可
能
な
も
の
と

し
て
い
く
た
め
に
、
高
齢
化
社
会
に
対
応

し
た
仕
組
み
と
し
て
、
独
立
し
た
医
療
制

度
を
創
設
す
る
も
の
で
す
。

▼
75
歳
以
上
の
高
齢
者

▼
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
65
歳
以
上
75
歳

未
満
の
方

▼
財
政
運
営
・
資
格
管
理

▼
保
険
料
の
徴
収
や
窓
口
業
務

個
人
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
保
険
料
を
被

保
険
者
一
人
ひ
と
り
が
支
払
う
こ
と
と
な

り
、
原
則
と
し
て
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

ま
す
（
所
得
の
低
い
方
は
、
世
帯
の
所
得

水
準
に
応
じ
て
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま

す
）。
ま
た
、
健
康
保
険
な
ど
の
被
用
者

保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
も
保
険
料
を

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
２
年
間
軽

減
さ
れ
る
経
過
措
置
が
あ
り
ま
す
）。

保
険
料
率
は
、
平
成
19
年
11
月
に
開
催

予
定
の
「
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
議
会
」
で
保
険
料
条
例
を
制
定
し
、

決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

現
行
の
老
人
保
健
制
度
と
同
様
に
、
１

割
負
担
（
た
だ
し
現
役
並
み
所
得
者
は
３

割
負
担
）
と
な
り
ま
す
。

〒077‐0027 留萌市住之江町２丁目
0164‐42‐8324

〒098‐3396 天塩町新栄通２丁目
２‐1151


